
介護老人福祉施設（利用料金）

基本料金（１日あたり）

介護福祉施設サービス費 （1日あたり）

【多床室】 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数） 589単位 659単位 732単位 802単位 871単位

介護報酬額（10割）（A） 5,972円 6,682円 7,422円 8,132円 8,831円

① 3割負担Ａ-（A×0.7） 1,792円 2,005円 2,227円 2,440円 2,650円

② 2割負担Ａ-（A×0.8） 1,195円 1,328円 1,485円 1,627円 1,767円

③ 1割負担Ａ-（A×0.9） 598円 669円 743円 814円 884円

【従来型個室】 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数） 589単位 659単位 732単位 802単位 871単位

介護報酬額（10割）（A） 5,972円 6,682円 7,422円 8,132円 8,831円

① 3割負担Ａ-（A×0.7） 1,792円 2,005円 2,227円 2,440円 2,650円

② 2割負担Ａ-（A×0.8） 1,195円 1,328円 1,485円 1,627円 1,767円

③ 1割負担Ａ-（A×0.9） 598円 669円 743円 814円 884円

※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)14.0%が加算されます。

詳しくは（5）加算・減算項目参照

【法定自己負担算出方法】※介護報酬1単位あたりの単価 10.14円《地域区分（徳島市）：7級地》

・単位数（基本額+加算額）×10.14円＝利用料Ａ（10割、小数点以下切り捨て）

・利用料×（0.9もしくは0.8または0.7）＝国保連請求額Ｂ（介護報酬、小数点以下切り捨て）

・Ａ-Ｂ＝利用者負担金（月単位で計算し、端数処理）

(2)食費、居住費（１日あたり）

【食費・居住費の負担限度額認定】

世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けられておら

れる方の場合は、市町村へ申請をすることにより、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、

居住費(滞在費)・食費の負担が軽減される場合があります。

認定要件

○世帯の全員（世帯を別にしている配偶者を含む）が市・町民税非課税

○預貯金等の資産の合計額（配偶者がいる人の場合、配偶者との合計額）が

第１段階 ：単身1,000万円、夫婦2,000万円以下

第２段階 ：単身 650万円、夫婦1,650万円以下

第3段階① ：単身 550万円、夫婦1,550万円以下

第3段階② ：単身 500万円、夫婦1,500万円以下

第2号被保険者は、利用者負担に関わらず、単身1,000万円、夫婦2,000万円以下

「食費」「居住費」の日額については、所得に応じた軽減措置として利用者自己負担金の限

度額が定められています。（市町村へ申請） （円）



自 己 負 担 金 （日額）

対 象 者 多 床 室 従来型個室
区 分

食 費 居住費 食 費 居住費

村 世 生活保護受給者

老齢福祉年金受給者
第１段階 300 0 300 380

民 帯

上の認定要件を満たしていてか

税 全 つ、合計所得金額と課税年金と非

課税年金収入額の合計が80万円以
第２段階 390 430 390 480

非 員 下の方

上の認定要件を満たしていてか

課 が つ、合計所得金額と課税年金と非 第３段階① 650 430 650 880

課税年金収入額の合計が80万円を

税 市 超え120万円以下の方

上の認定要件を満たしていてか

者 町 つ、合計所得金額と課税年金と非 第３段階② 1,360 430 1360 880

課税年金収入額の合計が120万円

以上の方

上 記 以 外 の 方 第４段階 1,445 915 1,445 1,231

・食費は、提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。

・居住費とは、当施設に居住し居室・設備等を利用することにかかる光熱水費相当額です。

・食費及び居住費は、物価変動等（燃料費・食材費他）により改定することがあります。

・入居期間中に入院、または外泊した期間の取扱については、介護保険給付の扱いに応じた

金額（６日を限度として１日あたり 246円の自己負担）となりますのでご了承ください。

(3) 当施設では、「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度」の申し出を行い、所得に応

じた減免制度を実施しています。

(4) その他、市町村が実施する「高額介護サービス費」等による軽減措置があり１ヶ月の負

担額が一定の上限額を超えた場合には、超えた額が申請により払い戻されます。

(5) 加算・減算

✻要件を満たす場合には、上記の基本部分に料金が加算又は減算されます。

介護保険給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者負担額を変更します。

また上記基本施設サービス費のほかに、下記加算が発生した場合は自己負担額に追加されます。

【加算名】 単位数 費用額 利用者負担額

(1単位10円) 〈10割〉 １割 ２割 ３割

日常生活継続支援加算 (Ⅰ) 36単位/日 360円 36円 72円 108円

(Ⅱ) 46単位/日 460円 46円 92円 138円

看護体制加算 (Ⅰ)イ 6単位/日 60円 6円 12円 18円

(Ⅰ)ロ 4単位/日 40円 4円 8円 12円

(Ⅱ)イ 13単位/日 130円 13円 26円 39円
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(Ⅱ)ロ 8単位/日 80円 8円 16円 24円

夜勤職員配置加算 (Ⅰ)イ 22単位/日 220円 22円 44円 66円

(Ⅰ)ロ 13単位/日 130円 13円 26円 39円

(Ⅱ)イ 27単位/日 270円 27円 54円 81円

(Ⅱ)ロ 18単位/日 180円 18円 36円 54円

生活機能向上連携加算 (Ⅰ) 100単位/月 1,000円 100円 200円 300円

(Ⅱ) 200単位/月 2,000円 200円 400円 600円

個別機能訓練加算 (Ⅰ) 12単位/日 120円 12円 24円 36円

(Ⅱ) 20単位/月 200円 20円 40円 60円

(Ⅲ) 20単位/月 200円 20円 40円 60円

ADL維持等加算 (Ⅰ) 30単位/月 300円 30円 60円 90円

(Ⅱ) 60単位/月 600円 60円 120円 180円

若年性認知症入所者受入加算 120単位/日 1,200円 120円 240円 360円

常勤医師配置加算 25単位/月 250円 25円 50円 75円

精神科医療養指導加算 5単位/日 50円 5円 10円 15円

障害者生活支援体制加算 (Ⅰ) 26単位/日 260円 26円 52円 78円

(Ⅱ) 41単位/日 410円 41円 82円 123円

外泊時費用 246単位/日 2,460円 246円 492円 738円

（居宅サービスを利用した時） 560単位/日 5,600円 560円 1,120円 1,680円

初期加算 30単位/日 300円 30円 60円 90円

退所時栄養情報連携加算 70単位/回 700円 70円 140円 210円

再入所時栄養連携加算 200単位/回 2,000円 200円 400円 600円

退所前訪問相談援助加算 460単位/回 4,600円 460円 920円 1,380円

退所後訪問相談援助加算 460単位/回 4,600円 460円 920円 1,380円

退所時相談援助加算 400単位/回 4,000円 400円 800円 1,200円

退所前連携加算 500単位/回 5,000円 500円 1,000円 1,500円

退所時情報提供加算 250単位/回 2,500円 250円 500円 750円

協力医療機関連携加算 (1) 50単位/月 500円 50円 100円 150円

(2) 5単位/月 50円 5円 10円 15円

栄養マネジメント強化加算 11単位/日 110円 11円 22円 33円

経口移行加算 28単位/日 280円 28円 56円 84円

経口維持加算 (Ⅰ) 400単位/月 4,000円 400円 800円 1,200円

(Ⅱ) 100単位/月 1,000円 100円 200円 300円

口腔衛生管理加算 (Ⅰ) 90単位/月 900円 90円 180円 270円

(Ⅱ) 110単位/月 1,100円 110円 220円 330円

療養食加算 6単位/回 60円 6円 12円 18円

特別通院送迎加算 594単位/月 5,940円 594円 1,188円 1,782円

配置医師緊急時対応加算 （勤務時間外） 325単位/日 3,250円 325円 650円 975円

（早朝・夜間） 650単位/日 6,500円 650円 1,300円 1,950円

（深夜） 1,3 00単位/ 13,000円 1,300円 2,600円 3,900円

日

看取り介護加 （Ⅰ） 死亡日以前31日以上45日 72単位/日 720円 72円 144円 216円

算 以下
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死亡日以前４日以上30日 144単位/日 1,440円 144円 288円 432円

以下

死亡日以前２日又は３日 680単位/日 6,800円 680円 1,360円 2,040円

死亡日 1,2 80単位/ 12,800円 1,280円 2,560円 3,840円

日

（Ⅱ） 死亡日以前31日以上45日 72単位/日 720円 72円 144円 216円

以下

死亡日以前４日以上30日 144単位/日 1,440円 144円 288円 432円

以下

死亡日以前２日又は３日 780単位/日 7,800円 780円 1,560円 2,340円

死亡日 1,5 80単位/ 15,800円 1,580円 3,160円 4,740円

日

在宅復帰支援機能加算 10単位/日 100円 10円 20円 30円

在宅・入所相互利用加算 40単位/日 400円 40円 80円 120円

認知症専門ケア加算 (Ⅰ) 3単位/日 30円 3円 6円 9円

(Ⅱ) 4単位/日 40円 4円 8円 12円

認知症チームケア推進加算 (Ⅰ) 150単位/月 1,500円 150円 300円 450円

(Ⅱ) 120単位/月 1,200円 120円 240円 360円

認知症行動･心理症状緊急対応加算 200単位/日 2,000円 200円 400円 600円

褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ) 3単位/月 30円 3円 6円 9円

(Ⅱ) 13単位/月 130円 13円 26円 39円

排せつ支援加算 (Ⅰ) 10単位/月 100円 10円 20円 30円

(Ⅱ) 15単位/月 150円 15円 30円 45円

(Ⅲ) 20単位/月 200円 20円 40円 60円

自立支援促進加算 280単位/月 3,000円 300円 600円 900円

科学的介護推進体制加算 (Ⅰ) 40単位/月 400円 40円 80円 120円

(Ⅱ) 50単位/月 500円 50円 100円 150円

安全対策体制加算(入所初日) 20単位/日 200円 20円 40円 60円

高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ) 10単位/月 100円 10円 20円 30円

(Ⅱ) 5単位/月 50円 5円 10円 15円

新興感染症等施設療養費 240単位/日 2,400円 240円 480円 720円

生産性向上推進体制加算 (Ⅰ) 100単位/月 1,000円 100円 200円 300円

(Ⅱ) 10単位/月 100円 10円 20円 30円

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 22単位/日 220円 22円 44円 66円

(Ⅱ) 18単位/日 180円 18円 36円 54円

(Ⅲ) 6単位/日 60円 6円 12円 18円

介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ) 14.0％

(Ⅱ) 13.6％

(Ⅲ) 11.3％

(Ⅳ) 9.0％

(Ⅴ) （１） 12.4％

（２） 11.7％
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（３） 12.0％

（４） 11.3％

（５） 10.1％

（６） 9.7％

（７） 9.0％

（８） 9.7％

（９） 8.6％

（10） 7.4％

（11） 7.4％

（12） 7.0％

（13） 6.3％

（14） 4.7％

身体拘束廃止未実施減算 10％/日減算

栄養マネジメント未実施減算 14単位/日減算

安全管理体制未実施減算 ５単位/日減算

業務継続計画未実施減算 所定単位の３％

高齢者虐待防止未実施減算 所定単位の１％

① 日常生活継続支援加算

認知症高齢者等が一定割合以上入所してかつ介護福祉士資格を有する職員を一定の割合配置

② 看護体制加算

常勤の看護師配置と、一定以上の看護師配置をしている場合

③ 夜勤職員配置加算

夜勤を行う職員配置基準を超えて職員配置

④ 生活機能向上連携加算

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、外部のリハビリ専門職と連携し、訓練を

実施した場合

⑤ 個別機能訓練加算 ※（Ⅲ）のみ新設

機能訓練指導員により個別機能訓練計画を実施した場合

⑥ ADL維持等加算

利用者の日常生活動作（ADL）をBarthel Index(バーセルインデックス)*という指標を用いて、

６月ごとの状態変化がみられた場合

* Barthel Index(バーセルインデックス)広く用いられているＡＤＬを評価する指標です。食事、

車いすからベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コン

トロール、排尿コントロールの10項目を5点刻みで点数化し、その合計を100点満点で評価す

る仕組みです。

⑦ 若年性認知症入所者受入加算

若年性認知症患者の特性やニーズに対応したサービス提供を行った場合
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⑧ 常勤医師配置加算

常勤専従の医師を１名以上配置している場合

⑨ 精神科医療養指導加算

認知症を有する高齢者が全入所者の３分の１以上を占めていて、精神科医師の定期的な療養指

導が月２回以上行われた場合

⑩ 障害者生活支援体制加算

入所している視覚障害者の人数や割合を満たし、専従常勤の障害者生活支援専門員を配置して

いる場合

⑪ 外泊時費用加算（居宅サービスを利用した場合）

介護老人福祉施設の入所者が居宅に外泊し、特別養護老人ホーム等から居宅サービスを提供し

た場合

＊１月につき６回まで。外泊時費用を算定している場合は算定できません。

⑫ 初期加算

介護保険施設等の利用開始にあたって、入所者が施設等での生活に慣れるために行う場合。入

所・入居・登録をした日から起算して30日以内

⑬ 退所時栄養情報連携加算 ※新設

介護保険施設から居宅、他の介護保険施設等に退所する方の栄養管理に関する情報連携が切れ

目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所等の栄

養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供する場合

⑭ 再入所時栄養連携加算

退所した利用者が再度入所した場合に、初回の入所時との栄養ケア計画の作成とは大きくこと

なるため、施設の管理栄養士と連携する病院の管理栄養士とが、連携して栄養ケア計画を作成し

た場合

⑮ 退所前訪問相談援助加算

入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、

看護職員、機能訓練指導員又は医師が、当該入所者の居宅等を訪問し、退所後の介護サービスに

ついての相談援助や連絡調整等を行った場合

⑯ 退所後訪問相談援助加算

退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、入所者及びその家族等への相談援助や連絡調

整等を行った場合

⑰ 退所時相談援助加算

入所期間が1月を超えると見込まれる入所者及びその家族等に対して、退所後の介護サービス

についての相談援助を行い、かつ、退所から2週間以内に市町村及び老人介護支援センターに対
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して入所者の介護状況を示す文書を添えて情報提供している場合

⑱ 退所前連携加算

入所期間が1月を超える入所者の退所に先立って、居宅介護支援事業者に対して入所者の介護

状況を示す文書を添えて情報提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後のサ

ービス利用に関する調整を行った場合

⑲ 退所時情報提供加算 ※新設

入所者が医療機関へ退所した場合に医療機関へ生活支援上の留意点等の情報を提供することを

評価

⑳ 協力医療機関連携加算 ※新設

介護保険施設等において、定期的なカンファレンスの実施による協力医療機関＊との連携体制

の構築をした場合

(1) 協力医療機関の要件①～③を満たす場合

(2) それ以外の場合

＊協力医療機関の要件

① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う帯背を常

時確保していること

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保してい

ること

③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を

原則として受け入れる体制を確保していること

※(1)の単位について、令和６年度は100単位/月ですが、令和７年度からは50単位/月となります。

㉑ 栄養マネジメント強化加算

管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理

を行っている場合は70）で除して得た数以上配置しており、低栄養状態のリスクが高い入所者に

対し、医師、管理栄養士、看護師などが共同して作成した栄養ケア計画に従って、食事の観察（ミ

ールラウンド）を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好などを踏まえた食事の調整など

を実施した場合

㉒ 経口移行加算

経管栄養の入所者ごとに経口移行計画を作成し、計画に従った栄養管理・支援を行った場合

㉓ 経口維持加算

医師の指示に基づき、多職種が共同して、現に経口により食事を摂取する者であって摂食機能

障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、入所者の栄養管理をするための会議等を行い、

入所者ごとに経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成し、当該計画に

従い、要件を満たす多職種による支援が行われた場合

㉔ 口腔衛生管理加算

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に口腔ケアに関する技術的助言及
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び指導を月1回以上実施し、技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに

係る計画が作成されている場合

㉕ 療養食加算

療養食の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されており、入所者の年齢、心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の療養食の提供が行われている場合

㉖ 特別通院送迎加算 ※新設

透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情

がある方に対して、１月12回以上、通院のため送迎を行った場合

㉗ 配置医師緊急時対応加算（早朝・夜間、深夜、通常の勤務時間外の場合）

複数名の配置医師を配置、又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて

24時間対応できる体制を確保しており、施設の求めに応じて、早朝、夜間又は深夜又は配置医

師の通常の勤務時間外に訪問診療し、診療を行った理由を記録した場合

㉘ 看取り介護加算

医師が回復の見込がないと判断した利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持

できるように、利用者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら

看取りをする場合

㉙ 在宅復帰支援機能加算

在宅復帰支援を積極的に行い、一定割合（20％）以上の在宅復帰を実現した場合

㉚ 在宅・入所相互利用加算

在宅生活を継続する観点から、予め在宅期間及び入所期間を定め、当該施設の居室を計画的に

利用しているおり、在宅での生活期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との間で情報

交換を行い、双方合意の上、介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して

当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ている場合

㉛ 認知症専門ケア加算

認知症自立度Ⅲ以上の入所者の割合が50％以上の施設において、認知症介護実践リーダー研修

修了者を①認知症自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1人以上、②20人以上の場合は10人ごと

に1人以上配置し、認知症に関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催し

ている場合

㉜ 認知症チームケア推進加算 ※新設

施設における利用者の総数のうち、「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知

症の者」の占める割合が2分の1以上

「行動・心理症状の予防・出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修」

を修了している者、又は「認知症介護に係る専門的な研修」および「認知症の行動・心理症状の

予防等に資するケアプログラムを含んだ研修」を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の

介護職員からなる行動・心理症状に対応するチームを組んでいる
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対象者個別に行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、行動・心

理症状の予防等に資するチームケアを実施

行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、

行動・心理症状の有無・程度の定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を実施している

場合

㉝ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

医師により、認知症の行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であり、緊急的な入所が適

当であると判断された者に対しサービスを行った場合

㉞ 褥瘡マネジメント加算

褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が褥瘡管理を要する要因の

分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（PLAN）、当該計画に基づく褥瘡管理の実施（DO）、当該実施

内容の評価（CHECK）とその結果を踏まえた当該計画の見直し（ACTION）といったサイクル（以

下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合

㉟ 排せつ支援加算

排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより要介護状態を軽減できる

と医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対し、多職種が共同して、排せつに介護を要す

る原因について分析し、分析結果に基づいた支援計画を作成、当該支援計画に基づく支援を継続

的に実施した場合

㊱ 自立支援促進加算

介護保険施設において、入所者が尊厳を保持し、能力に応じて自立した日常生活を営むことが

できるよう、支援計画に基づく必要な取り組みを実施した場合

㊲ 科学的介護推進体制加算

さまざまなケアにより記録している利用者の状態像に関する情報について、科学的介護情報シ

ステム（LIFE・ライフ）へのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイクルの推進と

ケアの質の向上を図る取り組みを実施した場合

㊳ 安全対策体制加算（入所初日）

入所者の介護事故による怪我・死亡を防ぐために、日頃から事故防止に関する研修や情報共有

の機会を定期的に実施している場合、入所者につき.入所初日に限って算定

㊴ 高齢者施設等感染対策向上加算 ※新設

新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）との連携体

制を構築しており、新興感染症以外の一般的な感染症＊協力医療機関等と感染症発生時における

診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っている。

＊新型コロナウイルス感染症を含む。

感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対

策に関する研修に参加し、助言や指導を受け、また感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関

から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けた場合
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㊵ 新興感染症等施設療養費 ※新設

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症＊に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等

を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行っ

た上で、該当する介護サービスを行った場合

＊現時点において指定されている感染症はありません

㊶ 生産性向上推進体制加算 ※新設

介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等の

テクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、

効果に関するデータ提出を行う場合

㊷ サービス提供体制強化加算

介護福祉士の資格者等、経験豊富な職員を一定の割合配置

※サービス提供体制強化加算（Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ）又は日常生活継続支援加算のいずれかのみ算定可

㊸ 介護職員処遇改善加算

介護職員のキャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行ったりした施設に対して

支給される

㊹ 身体拘束廃止未実施減算

身体拘束等の適正化を図るための措置＊が講じられていない場合

＊身体拘束等の適正化を図るための措置

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録すること

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると共に、その

結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること

・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

※経過措置は１年

㊺ 栄養マネジメント未実施減算

栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合

㊻ 安全管理体制未実施減算

介護施設での事故を未然に防ぐために、強化対策（安全管理体制）を講じていない場合

㊼ 業務継続計画未実施減算 ※新設

感染症や非常災害の発生時において業務継続計画（利用者に対するサービスの提供を継続的に

実施するための計画の策定や、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画）を策定してい

ない、又は業務継続計画に従って必要となる措置を講じていない場合

※2025（令和7）年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備及

び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合は減算適用になりません。
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㊽ 高齢者虐待防止未実施減算 ※新設

虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委

員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合

※徳島市は介護保険にて示された単位に10.14円をかけた数字が請求額となります。

本人負担額は請求額の1割又は2割、3割となります。

注）介護保険負担割合証に記された負担額になります。

例）10単位×10.14＝101.4円（小数点以下切捨）。101円×90%＝90.9円（小数点以下切捨）

101円－90円＝11円 11円が本人負担となります。（1割負担の場合）

（2割負担の場合）101円×80%＝80.8円（小数点以下切捨）

101円-80円＝21円 21円が本人負担になります。

（3割負担の場合）101円×70%＝70.7円（小数点以下切捨）

101円-70円＝31円 31円が本人負担になります。

今後、当施設の体制変更、利用者様の身体状況の変化等により、加算内容が変更される場合があります。

※ 加算変更につきましては説明しご同意いただきます。

(6) 利用料金・費用のお支払い方法

利用料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、翌月10日以降に金額が確定いたしますので、お問

い合わせください。末日までに下記のいずれかの方法でお支払いください。（１ヶ月に満たな

い期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額になります。）

ア．窓口での現金払い

出納職員にお支払いください。

イ．指定口座への振込

口 座 阿波銀行 国府支店 普通１１４９５９３

名 義 社会福祉法人 カリヨン ライム 施設長 濵 田 欣

※ 振込手数料は、利用者負担でお願いいたします。

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし

※ 預金振替口座依頼書の記入をお願いいたします。

※ 翌月20日までに預金口座にご入金ください。

※ 引き落とし手数料は利用者負担でお願いいたします。なお、預金残高不足時にも

手数料が発生いたしますのでご注意ください。


